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会 長：ただ今から、令和２年第７回定例総会を開会いたします。 
    農業委員出席委員は８名中６名で、定足数に達していますので、総会は成

立しています。 
本日の議事録署名人に、３番と４番を指名します。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。 
    初めに、日程第１農地法第４条の規定による許可申請について、議案番号

３３号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
事務局：（議案番号３３号を朗読） 
(説明) 当案件は、位置図にありますとおり倉見地域内にある農業振興地域内農地

１筆です。転用事業の内容は、貸駐車場で、近隣の中古車販売事業者が事
業拡張のため駐車場が必要になり、申請地を駐車場として利用したいと要

望があり、所有者が申請地を自ら転用するものです。所有者は、転用工事
を実施する資力もあり、転用の確実性は明らかです。なお、農地法に基づ
く農地転用許可の判断基準となる立地基準は、宅地化の状況が、第３種農
地の要件に該当するものとなることが見込まれる区域で農地の広がりが１
０ha未満であることから第２種農地となります。許可の基準としては、申
請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る
事業の目的を達成することができると認められる場合は、原則として許可
できないということでありますが、本申請の場合は申請地でなければ事業
の目的を達することができないと判断されますので受理いたしました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の私から農地法の観点から現地調査の結果並び
に補足説明を、北部地区農地利用最適化推進委員から農地の利用集積の観

点から調査の結果並びに補足説明をお願いします。 
会 長：先日現地調査に行ってきました。申請地は第２種農地で代替性もなく、市

街化区域に近接している場所です。他の農地に影響ありませんので問題な
いと思います。 



 
 

会 長：続いて、北部地区農地利用最適化推進委員お願いします。 
北部地区農地利用最適化推進委員：先日現地調査に行ってきました。申請地の周囲 

が住宅、駐車場に囲まれている状態で、利用集積の対象になりませんので 
問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 
    ついて、発言のある方は挙手願います。 
（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３３号について、 
    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
(全員挙手) 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号３３号は原案のとおり許可相当として意 

見書を添え、県に進達することに決定いたします。続いて、議案番号３４ 

号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
事務局：（議案番号３４号を朗読） 
 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり倉見地域内にある農業振興地域内農

地１筆です。転用事業の内容は、貸駐車場で、近隣の事業者が現在使用
している駐車場が、契約期間満了により使用できなくなったため、近隣

で代替地を探していたところ、申請地を駐車場として利用したいと要望
があり、所有者が申請地を自ら転用するものです。所有者は、転用工事
を実施する資力もあり、転用の確実性は明らかです。なお、農地法に基
づく農地転用許可の判断基準となる立地基準は、前面道路に下水管、上
水道管が埋設してあり、かつ５００ｍ以内に病院、学校が存することか
ら第３種農地となります。許可の基準としては、原則許可になります。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の私から農地法の観点から現地調査の結果並び 
に補足説明を、北部地区農地利用最適化推進委員から農地の利用集積の 
観点か調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

会 長：先日現地調査に行ってきました。申請地は畑ですが高さが低く、水はけが
良くない場所で、第３種農地の要件を満たす場所です。耕作に適さない農
地ですので転用はやむを得ないと思います。 

会 長：続いて、北部地区農地利用最適化推進委員お願いします。 
北部地区農地利用最適化推進委員：先日現地調査に行ってきました。周囲は農地転

用が進み、第３種農地でもありますので問題ないと思います。 
会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 
    ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３４号について、 
    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
(全員挙手) 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号３４号は原案のとおり許可相当として意 

見書を添え、県に進達することに決定いたします。 
    続いて、日程第２非農地証明願について、議案番号３５号を上程いたしま 

す。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
事務局：（議案番号３５号を朗読） 
 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり宮山農業振興地域内にある農地２筆

です。申請地は昭和６３年頃から住宅敷地として農地法を良く理解しな
い状態で使用してしまいましたが、農家本家建て替えに伴い農地法違反
であること判明したため申請に至りました。なお、農地法に基づく農地
転用許可の判断基準となる立地基準は、役場から半径５００ｍの円で囲



まれる面積に占める宅地の面積の割合が４０％を超える場合、半径の長
さ１キロメートルまでの区域まで宅地を占める割合が４０％以上あれば

広げることが出来ます。調査したところ宅地の面積の割合が４０％以上
でしたので、役場から半径１ｋｍ以内であれば第２種農地となりますの
で、申請地も第２種農地となります。家屋敷内であり他の農地に影響は
ないと思われましたので、非農地証明交付がやむを得ないとしました。 

会 長：続いて地区担当の１番から、現地調査の結果並びに補足説明をお願いしま 
す。 

１ 番：先日現地調査に行ってきました。申請地は庭敷地になっているところで、
農地の復元は不可能です。必要最小限の申請であり、他の農地に影響はあ
りませんので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に
ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３５号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
(全員挙手) 
事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号３５号は原案のとおり許可書を交付する
ことに決定いたします。続いて、日程第３農地造成工事施工承認願につい
て、議案番号３２号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願いし
ます。 

事務局：（議案番号３２号を朗読） 
 (説明)本案件は、位置図にありますとおり倉見地区の農業振興地域内にありま

す農地で現況は田です。前回第６回定例総会において、許可なく造成を始
めたことと、近隣住民から苦情が出ていたことから関係人招致を行いまし
たが、関係人から要領を得ない発言があったため審議継続となっておりま
す。その後の経過から説明させていただきますが、第６回定例総会後会長、
会長職務代理、事務局で協議したところ、施工業者を変更することが可能
か土地所有者に確認することになりましたので、同日土地所有者宅に行き
まして話をしたところ、他の業者を探してみるとのことでした。令和２年 

    ７月１日に再度土地所有者に業者変更について確認したところ、途中から
工事を引き受けてくれる業者はいないとのことでした。土地所有者は、当
初の施工業者で工事を再開する場合は、近隣住民に事前に工事の説明をし
て、これ以上苦情が出ないように工事中は立ち会うとのことでした。 

    このまま造成工事が途中の状態だと、不法投棄の恐れもあること、土地所
有者としてもこれ以上苦情が出ないように対応するとのことですので、以
上のことを踏まえてご審議、採決をお願いします。 

会 長：これより、質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のある方は挙
手願います。 

（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３２号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
(全員挙手) 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号３２号は許可証を交付することに決定い

たします。 
続いて、議案番号３６号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願 
いします。 

事務局：（議案番号３６号を朗読） 



 (説明)本案件は、位置図にありますとおり岡田地区の農用地区域内にあります
農地で現況は田です。所有者は、田を盛土して畑として使用、さつまいも

を作付けすることを希望しています。 
会 長：続いて、地区担当農業委員の７番から、現地調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 
７ 番：先日施工業者立ち合いのもと現地調査を実施しました。現地は暗渠排水管

が埋設しており、注意を要する場所ですので業者にも話をして、暗渠排水
に泥が入らないようにコルゲート管と水甲のつないでいるところにキャ
ップをはめるよう指導しています。業者も注意して施工すると言っていま
すので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 
    ついて、発言のある方は挙手願います。 
北部地区農地利用最適化推進委員：指導記録は残してますか。保存年限は何年です

か。 
事務局：指導内容については、文書で記録して保管しております。保存年限は５年

間です。 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３６号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

(全員挙手) 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号３６号は原案のとおり許可証を交付する

ことに決定いたします。 
    次に日程第４、農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出について

報告番号４１号から４２号の２件、日程第５、農地法第５条第１項第７号

の規定による転用届出について、報告番号４３号から４９号の７件、以上、
一括して事務局より報告事項の朗読と説明をお願いします。 

事務局：農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出については、議案書のと
おり２件。農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出については、
議案書のとおり７件、それぞれ届出がありました。いずれも添付書類も含
め完備しておりましたので、事務局長専決により、書類を受理いたしまし
た。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 
（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、届出の報告事項に 
    ついては了承されたことといたします。 

    最後に、その他として、審議事項はありますでしょうか。 
（特になし） 
会 長：では、以上をもって、令和２年第７回寒川町農業委員会定例総会を閉会い 

たします。 
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